
2025年4月1日から外国人の在留手続等
に関する手数料が改定されます！

在留資格変更許可

在留期間更新許可

永住許可

再入国許可（1回限り）

再入国許可（数次）

就労資格証明書の交付

特定登録者カードの交付

特定登録者カードの再交付

窓口
オンライン

窓口
オンライン

窓口

窓口
オンライン

窓口
オンライン

窓口
オンライン

窓口

窓口

手続き 改訂前手数料 改訂後手数料

4,000円

4,000円

8,000円

3,000円

6,000円

1,200円

2,200円

1,100円

6,000円
5,500円

6,000円
5,500円

4,000円
3,500円
7,000円
6,500円

2,000円
1,600円

10,000円

4,000円

2,000円

手数料改定の例

出入国在留管理庁のホームページより

なお、2025年3月31日までに受付した申請については、当該申請に係る許可又は交付が4月1日以降
となっても、改定前の手数料による納付となります。
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